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オフィスビルにおける富士山噴火降灰対策のポイント 

 

２０２５年１２月 

一般社団法人東京ビルヂング協会 

 

＜はじめに＞ 

2020 年 4 月に中央防災会議が公表した「大規模噴火時の広域降灰対策について（報告）」で

は、富士山噴火をモデルケースにした首都圏の大規模停電や交通インフラ停止など降灰よる深

刻な影響が示された。これを受けて、2025年 3月には内閣府により「首都圏における広域降灰

対策ガイドライン」（以下「内閣府ガイドライン」）が公表された。 

本資料は、内閣府ガイドラインを踏まえつつ、オフィスビルの所有者・管理者が富士山噴火

降灰対策を検討する際のポイント（留意事項）を整理したものである。なお、今後、東京都な

どの関係自治体や公共交通機関等から具体的な行動計画が示された場合には、それらも参考に

しながら、必要に応じて見直しを行うものとする。 

 

＜想定される被害＞ 

内閣府ガイドラインでは、検討のためのモデルケースとして、宝永噴火（1707年）規模の大

規模噴火が発生し、西南西風が卓越する場合には、東京都内に短時間で微量～3mm以上の降灰

があり、2週間で 100mm程度の火山灰が堆積することが想定されている。 

また、降灰による交通インフラやライフラインへの影響として、例えば、鉄道については微

量の降灰で地上路線の運行停止、電力については降雨時 3mm 以上の降灰で絶縁不良による停

電発生、通信についてはアンテナへの灰の付着や停電による通信障害の発生が指摘されている。 

※ 鹿児島県の桜島は、継続的に年間数百回の噴火を繰り返し、日常的に降灰による生活への影響が発生して

いるが、鹿児島市街地（鹿児島地方気象台）の降灰量は、平成以降の最大月間合計値（2012年 5月）でも

1～2mm程度であり、上記の宝永噴火規模の降灰量と比べて遥かに少ない。 

 

＜具体的な対応措置＞ 

１． 平時からの事前準備 

① 降灰による空調機（室外機）の目詰まり対策として交換用フィルターや養生用資材（ブル

ーシート等）の確保、屋上排水口の閉塞防止措置（定期点検・清掃）等を行う。また、あ

らかじめ空調機のフィルター交換や養生作業等の要員体制・作業手順を検討しておく。 

② 水・非常食、簡易トイレ、非常用発電機、医薬品等の通常の防災備蓄品に加え、防塵マス

ク・ゴーグル、清掃用具（ほうき、スコップ）等の備蓄を行う。 

③ 下記２．の初動対応を含めた対象ビルの降灰対策に関する行動手順書を作成し、平時から

従業員・テナント関係者・ビル利用者等への周知啓発を図るとともに、定期的に訓練を実

施する。特に、テナント関係者に対し、降灰時には、噴火終息後の迅速なビル再稼働に向

けて、空調機その他の設備機器等に対する保全措置（運転停止、灰の侵入を防止するため

の養生等）が必要となり、ビルの運営継続が困難となる可能性が高いことについて丁寧に

説明を行い、理解を得ておくことが肝要である。 



 

- 2 - 

 

２． 火山活動が活発化した段階（噴火前・降灰前）の初動対応 

内閣府ガイドラインでは、現在の予測技術上、噴火前の段階で噴火の具体的な規模・様相

等を予測することは困難であり、気象庁が「火山灰警報」（広域的に火山灰が降る大規模噴火

が発生した旨の呼びかけ）を発表できるのは、一定の判断基準（噴煙高度が火口上 10,000m

程度を超え、かつ、噴火が 30分以上継続している場合）に基づき、噴火発生後 30～40分が

経過してからとされている。 

一方で、噴火のケースによっては東京都内に短時間で微量～3mm 以上の降灰が想定され、

鉄道については微量の降灰で地上路線の運行停止、電力については降雨時 3mm 以上の降灰

で絶縁不良による停電発生が指摘されており、気象庁による「火山灰警報」の発表を待って

から初動対応をとった場合、大量の帰宅困難者の発生が懸念される。降灰が継続した場合、

大規模地震発生時とは異なり、時間の経過とともに状況が悪化し、委託先を含めたビル運営

要員の安全確保にも配慮が必要となる中、シェルターとしてのビルの運用継続には限界があ

り、こうした事態は可能な限り回避すべきである。 

このため、噴火前・降灰前であっても、火山活動が活発化し、噴火の可能性が高まった段

階（「火山灰警報」とは目的が異なるが、例えば、入山規制や周辺地域からの避難を呼びかけ

るための「噴火警報」が発表され、火山灰に対する警戒の呼びかけが強化された段階）で、

予防的な措置として前広に、以下の初動対応を講じることが望ましい。 

① 火山活動の活発化が一定程度認められた場合（例えば、気象庁が「噴火警戒レベル３」の

発表をした場合）には、災害対策要員を除く従業員、テナント関係者その他の在館者に対

し、出社抑制・早期帰宅・在宅勤務体制への移行を推奨する。 

② 火山活動の活発化が相当程度認められ、噴火の可能性が高まった場合（例えば、気象庁が

「噴火警戒レベル４」の発表をした場合）には、災害対策要員を除く従業員、テナント関

係者その他の在館者に対し、出社抑制・早期帰宅・在宅勤務体制への移行を強く推奨する。 

③ 災害対策要員は、あらかじめ作成した行動手順書に従って、在館者の退館誘導（館内アナ

ウンス、出入口の管理等）や降灰対策の準備作業を開始する。 

３． 降灰時の対応 

① 気象庁が発表する噴火関連情報、火山灰警報及び火山灰予測情報、東京都等の関係自治体

や公共交通機関等から発表される関連情報を逐次収集し、当該情報等に基づく対応の検討

や実施の判断を行う。 

② 災害対策要員は、火山灰予測情報その他の状況を踏まえ、必要があれば、噴火終息後の迅

速なビル再稼働に向けて、空調機その他の設備機器等に対する保全措置（運転停止、灰の

侵入を防止するための養生等）を実施する。また、降灰の状況に応じて、自身の安全に留

意しながら、空調機のフィルター交換、灰の清掃作業（屋上、外構、各種設備機器）等を

検討する。なお、非常用発電機の稼働については、吸気による火山灰の影響に十分注意す

る必要がある。 

③ 上記２．の初動対応を講じてもなお、在館者に帰宅困難な者が発生した場合には、当該在

館者の安全性が確保される範囲で一時滞在の対応を行う。 
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４． 降灰終息後の復旧対応 

① 灰の除去作業、電気・空調・排水など各種設備機器の点検・復旧作業を実施する。また、

清掃後の室内空気環境を測定するなど在館者の安全性を確認する。 

② ビルの再稼働にあたっての注意事項（噴火活動への引き続きの警戒、ビル運営上の降灰に

よる影響等）を整理し、従業員、テナント関係者等への周知を図る。 

 

＜参考資料＞ 

・ 首都圏における広域降灰対策ガイドライン（2025年 3月）【概要】 

・ 広域に降り積もる火山灰対策に資する火山灰予測情報のあり方（報告書）（2025 年 4 月）

【概要】 

・ 富士山の噴火警戒レベル（2021年 3月改定）【リーフレット】 













広域に降り積もる火山灰対策に資する火山灰予測情報のあり方（概要）

２．火山灰量に応じた防災対応の呼びかけ改善
➢ 大規模噴火時に、住民や地方公共団体等が広域に降り積もる火山灰対応を迅速に行えるよう、内閣府のガイドラインで示された各ステー

ジの火山灰量の閾値（30cm以上、3cm以上、微量以上）との対応が分かるように呼びかけや情報改善が必要
⚫ 火山灰による重大な災害が起こるおそれが高まったことを伝える火山灰警報※等の導入
⚫ 火山灰量と防災対応を紐づけた階級表の改善
⚫ 大規模噴火に伴って広域に降り積もる火山灰への防災対応のトリガーとするために、火山灰警報等を活用して呼びかけ
⚫ 噴火の推移に応じた火山灰の見通し情報として、1㎜以上の火山灰量もわかるよう火山灰予測情報を改善

➢ 噴火前に防災対応の準備をするための情報が必要
⚫ 噴火警報や記者会見の中で噴火前における火山灰に対する警戒呼びかけを強化

火山灰予測情報の降灰量の改善イメージ

【現状】1㎜以上は同一のカテゴリー（赤色）

【改善後】1㎜以上の火山灰量も分かるよう改善

イメージ

新たに発表する火山灰警報等

1．趣旨
〇 大規模噴火発生時の広域に降り積もる火山灰対策全般について、内閣府の「首都圏における

広域降灰対策ガイドライン」が取りまとめられ、火山灰量等に応じた防災対応や火山灰の見通し
等に関する情報の必要性が示された。

〇 このような背景の下、気象庁において「広域降灰対策に資する降灰予測情報に関する検討会」
（計3回）を開催※し、火山灰予測情報の改善案を取りまとめた。

内閣府の「首都圏における広域降灰対策ガイドライン」（令和７年３月）に基づき作成

※内閣府の「首都圏における広域
降灰対策ガイドライン」を踏まえ
た火山灰量の閾値と、検討され
たとるべき対応及び対応する呼
びかけの種別

※累積火山灰量に応じた防災対
応は内閣府の検討会にて示さ
れているものを参考に作成

これら改善によって、大規模噴火時の住民や地方公共団体等における広域に降り積もる火山灰対策を支援

種別 とるべき対応 累積
火山灰量

影 響 イメージ

一段強い
呼びかけ

原則避難※
火山灰により発生する重大な災害に厳重警
戒する。

30cm以上
（30cm～）
降雨時に木造家屋が倒壊するおそれがある。

木造家屋が倒壊する
（降雨時）

警報

自宅等で生活を継続
(状況に応じて生活可能な地域へ移動)※
火山灰により発生する可能性のある大規模な
交通障害やライフライン等の障害に警戒する。

3cm以上
30cm未満

（10cm～）
二輪駆動車が通行不能となるおそれがある。

（3cm～）
降雨時に二輪駆動車が通行不能となるおそれ
がある。

分厚く積もる

注意報

自宅等で生活を継続※
火山灰による交通やライフライン等への影響
に注意する。

0.1mm以上
3cm未満

（1cm～）
健康な人でも呼吸器に異常が起きるおそれが
ある。上水道の水質悪化や断水、下水道の使
用制限のおそれがある。

（3mm～）
降雨時に停電が発生するおそれがある。

（0.1mm～）
鉄道が運行停止になるおそれがある。喘息患
者や呼吸器疾患を持つ人は症状悪化のおそ
れがある。

地面が完全に覆われる

道路の白線が見えにくい

自宅等で生活を継続※
火山灰に留意して通常の生活を行う。

0.1mm
未満

航空機が運航停止になるおそれがある。
目に入ったときは痛みを伴う。

うっすら積もる

霧島山（新燃岳）2011年8月31日
噴火 鹿児島県霧島市牧園町

霧島山（新燃岳）2011年1月27日
噴火 宮崎県都城市御池小学校

桜島 2009年4月9日の噴火
鹿児島県鹿児島市錦江町

桜島 2009年10月3日の噴火
鹿児島県鹿児島市桜島島内

※令和７年１月～３月

北海道駒ケ岳1929年6月17日噴火
鹿部町鹿部尋常高等小学校

七飯町歴史館蔵

※名称は仮称

防災対策検討の
ための区分

事項
ステージ４ ステージ３ ステージ２ ステージ１

被害の様相
降灰量等

降灰量30cm以上
降灰後土石流が想定される範囲

降灰量３～30cm
被害が比較的大きい

降灰量３～30cm
被害が比較的小さい

降灰量微量～３cm

建物倒壊 木造家屋倒壊の可能性(降雨時) 体育館等の大スパンの大型建物は損壊の可能性 ー

輸送・移動、物資・
ライフライン供給

道路通行・物資供給困難
ライフライン影響大（長期化）

道路通行・物資供給困難

ライフライン影響小
鉄道・航空機等運行停止

物資供給支障

住民等の
基本的な行動

原則避難 自宅等で生活を継続
(状況に応じ生活可能な地域へ移動)

自宅等で生活を継続 自宅等で生活を継続

噴火直後は、自宅や堅牢な建物に退避 ー ー ー

通院による人工透
析や介護サービスが
必要な人等

原則避難 原則避難 自宅等で生活を継続
(状況に応じ医療の対応可能な地域へ移動)

自宅等で生活を継続

輸送・移動手段
及び物資供給

要救助者等がいる場合、
避難・救助を最優先に確保

ライフライン復旧及び物資供給を
最優先に確保

ライフライン復旧・維持を
最優先に確保

除灰等の準備・
影響ある分野は除灰開始

ライフライン分野の対応
（域外に避難した地域は、

優先順位低）
障害が長期化・影響が大きい状況から、

少しでも早い復旧に取り組む
早期の復旧に取り組み、復旧後は、

ライフラインを維持する
影響は一部に留まるため、復旧
及びライフラインの維持に取り組む



広域に降り積もる火山灰対策に資する火山灰予測情報発表のイメージ

火山灰予測情報

噴火関
連情報

噴火発生“深部”から“浅部”
へのマグマの移動

地震急増
地殻変動

“深部”の
マグマ溜まり

広域に火山灰が降るおそれ

地下のマグマ上昇等により、噴火の可能性が高まっている

解説情報
（臨時）

火山灰予報
（定時）

噴火と情報発表の改善イメージ

➤ ➤ ➤ 地震の急増、急激な山体膨張等 ⇒ 適時、噴火警戒レベル引上げ
➤ ➤ ➤ 観測データから活動低下と判断 ⇒ 適時、噴火警戒レベル引下げ

噴火
予報

噴火
警報

火山灰予報
（速報）

火山灰予報
（詳細）

火山灰調査
（聞き取り調査含む）

解説
資料

解説
情報

広域的に火山灰が降る
噴火の判断可
（ただし、その後どのくらい
継続するかは不明）

広域的に火山灰が降る
噴火の判断不可

噴火後
5～10分

噴火
警報

噴火
速報

火山灰調査（聞き取り調査
含む）結果を含めて発表

以降、3時間
毎に発表

継続時間が短い噴火を想定

噴火後
20～30分

レベル５
レベル5
の切替

噴火数時間前 噴火後数十分噴火直後

（注）ここで示す火山の活動状況は一例であり、実際は様々なケースがある。

正式名称は「火山の状
況に関する解説情報」

正式名称は「火山
活動解説資料」

レベルに応じた仮定噴煙高を設定

火山灰警報※等
火山灰
注意報

火山灰
警報

火山灰予報
（詳細）

火山灰予報
（詳細）

火山灰予報
（詳細）

火山灰予報
（詳細）

火山灰
警報

大規模噴火（継続時間が長い噴火）を想定

噴火後
30～40分

観測した噴煙高を用いて
火山灰量の計算を行い発表

噴火のおそれがある火山で
噴火を仮定して定期的に発表

事前の計算結果から最も適当
な結果を抽出して即座に発表

噴煙高度を一定と仮定した6時間
先までの予測を3時間毎、または
噴出状況が変化した場合に発表

噴火後
1時間程度

広域的に火山灰が降る大規模噴火が発生
した旨を呼びかけ（トリガーとなる情報）

当面は「噴煙高度が火口上10,000m以上、噴火が
30分程度継続」を、「広域に火山灰が降り積もるおそ
れがある大規模な噴火」の判断基準とすることを想定
（内閣府の「首都圏における広域降灰対策ガイドライ
ン」にも記載）

火山灰
警報

記者
会見

記者
会見

火山灰に対する警戒呼びかけを強化

火山灰に対する警戒呼びかけを強化

1㎜以上の火山灰量が
分かるよう改善
（見通し情報）

新たに導入

火山灰に対して警戒すべき地域を記載

（注）

（注）既存の「降灰予報」の枠組みの活用を想定。「速報」、「詳細」も同様。

※名称は仮称



●噴火警戒レベルとは、噴火時などに危険な範囲や必要な防災対応を、レベル１から５の５段階
に区分したものです。

●対象となる火山が噴火警戒レベルのどの段階にあるかは、噴火警報等でお伝えします。

■富士山 噴火警戒レベルに応じた防災対応

TEL ： 03-6758-3900 （内線5189）　https://www.jma.go.jp/
■甲府地方気象台　TEL：055-222-9101

■静岡地方気象台　TEL：054-286-3521

■横浜地方気象台　TEL：045-621-1999
https://www.data.jma.go.jp/kofu/

https://www.data.jma.go.jp/shizuoka/

https://www.data.jma.go.jp/yokohama/

火山災害から身を守るために

■この図は、富士山火山避難基本計画（富士山火山防災対策協議会、令和５年３月）に基づいています。

■富士山の噴火警戒レベルは、富士山火山防災対策協議会において協議、作成されました。各レベルにおける具体的な規制範囲等については、地域防災計画等で
　定められていますので、詳細については富士山周辺の下記自治体にお問い合わせください。
　山梨県、富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、身延町、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、静岡県、静岡市、沼津市、三島市、富士宮市、富士市、御殿場市
  裾野市、清水町、長泉町、小山町、神奈川県、相模原市、小田原市、南足柄市、大井町、松田町、山北町、開成町

長泉町

三島市

清水町

沼津市

富士市

富士宮市

静岡市

御殿場市

裾野市

小山町

山中湖村富士吉田市
鳴沢村

忍野村

富士河口湖町

身延町

都留市

大月市
上野原市

相模原市

山北町
松田町

開成町

南足柄市

小田原市

大井町

西桂町

この図は、国土地理院 「地理院地図」 を使用して作成しています。

10km

 【積雪期】 融雪型火山泥流の影響範囲のうち「融雪型火山泥流ハザードマップ（危険度区分）」
 において事前避難の必要な区域は、第２次避難対象エリアの避難開始に準じて避難を開始

噴火警戒レベル４ ： 　　避難行動要支援者、 一般住民とも避難
　　　　　　　　　　　 避難行動要支援者は避難

噴火警戒レベル３ : 入山規制、 観光客等は帰宅
　　　　　　　　　　　 避難行動要支援者、 一般住民とも避難

噴火警戒レベルに応じた各避難対象エリアにおける防災対応
● 噴火する前

● 噴火開始後

噴火警戒レベル１ ： 火山の状況に関する解説情報（臨時）発表時は、
　　　　　　　　   ５合目から上の登山者は下山

噴火警戒レベル５ ：　 　避難行動要支援者は避難準備

噴火警戒レベル２ ： （火山活動が活発化する過程では使用しない）

状況に応じて対象範囲を判断



富士山の噴火警戒レベル

居住地域に重大な被

害を及ぼす噴火が発

生、あるいは切迫し

ている状態にある。

居住地域に重大な被

害を及ぼす噴火が発

生すると予想される

（可能性が高まって

いる）。

居住地域の近くまで

重大な影響を及ぼす

（この範囲に入った

場合には生命に危険

が及ぶ）噴火が発生

、あるいは発生する

と予想される。

火山活動は静穏。

危険な居住地域

からの避難等が

必要。（状況に

応じて対象地域

を判断）

登山禁止・入山規
制等危険な地域
への立入規制等。

●噴火が発生。

宝永（1707年）噴火の事例

宝永（1707年）噴火の事例

宝永（1707年）噴火の事例

宝永（1707年）噴火の事例

その他の噴火事例

●体に感じる地震を含む顕著な地震活動、地殻変
動の加速、噴火開始後の噴火活動の高まり等、
居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が切迫して
いる。

●居住地域に影響しない程度の噴火が発生し、今後居
住地域に重大な被害を及ぼす噴火が予想される。

●地震増加 地殻変動 浅部の低周波地震や火山性
微動の断続的な発生など 火山活動の高まり

●明瞭な噴気の出現や地震活動の高まりなどが認めら
れる。

12月16日噴火開始：翌年　1月1日にかけて16日間噴火

　継続 大規模噴火 大量の火山灰等が広範囲に堆積

貞観噴火（864〜866年）:

　　北西山腹から大規模噴火、大量の溶岩を流出

12月15日朝〜16日午前（噴火開始前日〜直前）:

　　地震多発、東京など広域で揺れ

12月3日以降（噴火開始十数日前）: 山中のみで体に

　感じる地震が多発、鳴動がほぼ毎日あった

平成19年12月１日運用開始
令和５年３月29日改定

※１）富士山では、噴火の発生が予想される火山活動活発化の過程において、火口周辺のみに影響を及ぼす程度の噴火が発生
する場所を予測することは困難であるため、火山活動活発化の過程でレベル２は発表しない。

各レベルにおける具体的な規制範囲等については地域防災計画等で定められています。各市町村にお問い合わせください。

■最新の噴火警戒レベルは気象庁HPでもご覧になれます。
令和６年３月

気象庁
Japan Meteorological Agency

５

４

３

２

対象
範囲

火山活動の状況 想定される現象等

１

https://www.jma.go.jp/

予

報

警

報

特

別

警

報

名称種別

警戒が必要な居
住地域での高齢
者等の要配慮者
の避難が必要。

 【レベル２の発表について】
火山活動が活発化する過程では使用せず※１ 火
山活動が低下する過程などにおいて レベル３～
５から引き下げる段階で 火山活動の状況に応じ
て発表する場合がある。

●火山活動が低下する過程などにおいて、居住地
域に影響しない程度の噴火の発生等。

●地震活動のさらなる活発化、顕著な地殻変動等によ
り、居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が予想さ
れる。

●火山活動は静穏（深部低周波地震の多発も含む）。

（火山の状況に関する解説情報 (臨時) 等※２を発表して

  お知らせする）

※２）レベルの引上げ基準に達していないが、今後レベルを引き上げる可能性があると判断した場合、「火山の状況に関する
解説情報（臨時）」を発表する。また、レベルを引き上げる可能性は低いが、火山活動に変化がみられるなど、火山活
動の状況を伝える必要があると判断した場合、「火山の状況に関する解説情報」を発表する。
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